
 

一 

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
及
び
総
合
法
律
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対

す
る
修
正
案
対
照
表 

（
二
重
線
部
分
は
修
正
部
分
、
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

○
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

現 
 

 

行 

（
連
携
の
確
保
強
化
） 

第
七
条 

総
合
法
律
支
援
の
実
施
及
び
体
制
の
整
備

に
当
た
っ
て
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
弁
護
士
会
、

日
本
弁
護
士
連
合
会
及
び
隣
接
法
律
専
門
職
者
団

体
、
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
及
び
隣
接
法
律
専
門
職

者
、
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
（
裁
判
外
紛
争
解
決
手

続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

律
第
百
五
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
裁
判
外
紛

争
解
決
手
続
を
い
う
。
第
三
十
条
第
一
項
第
八
号
及

び
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う

者
、
被
害
者
等
の
援
助
を
行
う
団
体
そ
の
他
の
者
並

び
に
高
齢
者
又
は
障
害
者
の
援
助
を
行
う
団
体
そ

の
他
の
関
係
す
る
者
の
間
に
お
け
る
連
携
の
確
保

及
び
強
化
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
三
十
条 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
十
四
条
の
目
的
を

（
連
携
の
確
保
強
化
） 

第
七
条 

総
合
法
律
支
援
の
実
施
及
び
体
制
の
整
備

に
当
た
っ
て
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
弁
護
士
会
、

日
本
弁
護
士
連
合
会
及
び
隣
接
法
律
専
門
職
者
団

体
、
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
及
び
隣
接
法
律
専
門
職

者
、
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
（
裁
判
外
紛
争
解
決
手

続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

律
第
百
五
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
裁
判
外
紛

争
解
決
手
続
を
い
う
。
第
三
十
条
第
一
項
第
七
号
及

び
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う

者
、
被
害
者
等
の
援
助
を
行
う
団
体
そ
の
他
の
者
並

び
に
高
齢
者
又
は
障
害
者
の
援
助
を
行
う
団
体
そ

の
他
の
関
係
す
る
者
の
間
に
お
け
る
連
携
の
確
保

及
び
強
化
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
三
十
条 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
十
四
条
の
目
的
を

（
連
携
の
確
保
強
化
） 

第
七
条 

総
合
法
律
支
援
の
実
施
及
び
体
制
の
整
備

に
当
た
っ
て
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
弁
護
士
会
、

日
本
弁
護
士
連
合
会
及
び
隣
接
法
律
専
門
職
者
団

体
、
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
及
び
隣
接
法
律
専
門
職

者
、
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
（
裁
判
外
紛
争
解
決
手

続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

律
第
百
五
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
裁
判
外
紛

争
解
決
手
続
を
い
う
。
第
三
十
条
第
一
項
第
六
号
及

び
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う

者
、
被
害
者
等
の
援
助
を
行
う
団
体
そ
の
他
の
者
並

び
に
高
齢
者
又
は
障
害
者
の
援
助
を
行
う
団
体
そ

の
他
の
関
係
す
る
者
の
間
に
お
け
る
連
携
の
確
保

及
び
強
化
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
三
十
条 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
十
四
条
の
目
的
を



  

二 

達
成
す
る
た
め
、
総
合
法
律
支
援
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
業
務
を
行
う
。 

一
・
二 
（
略
） 

三 

国
の
委
託
に
基
づ
く
国
選
弁
護
人
及
び
国
選

付
添
人
（
以
下
「
国
選
弁
護
人
等
」
と
い
う
。
）

の
選
任
並
び
に
国
選
被
害
者
参
加
弁
護
士
の
選

定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務 

イ 

（
略
） 

ロ 

犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
裁
判
所
に
対
し
、
こ
れ
を
通
知
す
る
と
と

も
に
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受

け
た
書
面
を
送
付
す
る
こ
と
。 

ハ
・
ニ 

（
略
） 

 

四 

犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
二
十
三
条
第
一
項

に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
行
為
の
被
害
者
等
で
あ

る
国
民
等
を
援
助
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務 

イ 

当
該
国
民
等
の
資
力
の
状
況
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
行
為
に
よ
り
受
け
た
被
害
に
係
る
契

約
弁
護
士
等
（
弁
護
士
及
び
弁
護
士
法
人
に
限

る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
法
律
相
談

達
成
す
る
た
め
、
総
合
法
律
支
援
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
業
務
を
行
う
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

国
の
委
託
に
基
づ
く
国
選
弁
護
人
及
び
国
選

付
添
人
（
以
下
「
国
選
弁
護
人
等
」
と
い
う
。
）

の
選
任
並
び
に
国
選
被
害
者
参
加
弁
護
士
の
選

定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務 

イ 

（
略
） 

ロ 

犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
裁
判
所
に
対
し
、
こ
れ
を
通
知
す
る
と
と

も
に
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受

け
た
書
面
を
送
付
す
る
こ
と
。 

ハ
・
ニ 
（
略
） 

（
新
設
） 

      

達
成
す
る
た
め
、
総
合
法
律
支
援
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
業
務
を
行
う
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

国
の
委
託
に
基
づ
く
国
選
弁
護
人
及
び
国
選

付
添
人
（
以
下
「
国
選
弁
護
人
等
」
と
い
う
。
）

の
選
任
並
び
に
国
選
被
害
者
参
加
弁
護
士
の
選

定
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務 

イ 

（
略
） 

ロ 

犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

裁
判
所
に
対
し
、
こ
れ
を
通
知
す
る
と
と
も

に
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け

た
書
面
を
送
付
す
る
こ
と
。 

ハ
・
ニ 

（
略
） 

       



 

三 

（
専
ら
民
事
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
実

施
す
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
国
民
等
の
う
ち
、
当
該
行
為
に
よ
り
受
け

た
被
害
に
係
る
次
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
弁

護
士
又
は
弁
護
士
法
人
の
報
酬
及
び
費
用
を
支

払
う
資
力
が
な
い
者
又
は
そ
の
支
払
に
よ
り
生

活
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
者
を
援
助
す
る
た

め
、
適
当
な
契
約
弁
護
士
等
に
当
該
業
務
を
取
り

扱
わ
せ
る
こ
と
。 

⑴ 

被
害
の
届
出
に
関
す
る
援
助
を
行
う
こ

と
。 

 
 

 

⑵ 

告
訴
又
は
告
発
に
関
す
る
援
助
を
行
う

こ
と
。 

 
 

 

⑶ 

刑
事
訴
訟
法
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項

の
取
調
べ
に
同
行
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑷ 

公
判
手
続
又
は
少
年
法
で
定
め
る
少
年

の
保
護
事
件
の
審
判
の
傍
聴
に
付
き
添
う

こ
と
。 

 
 

 

⑸ 

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ

る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十

                   

  

                   

  



  

四 

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
関
す
る

援
助
を
行
う
こ
と
。 

 
 

 

⑹ 
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

当
該
行
為
を
行
っ
た
者
等
と
の
接
触
が
必

要
と
な
る
場
合
に
お
け
る
援
助
そ
の
他
の

当
該
国
民
等
に
必
要
な
援
助
を
行
う
業
務

で
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の 

五 

（
略
） 

六 

（
略
） 

七 

犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
権
限
に
係
る
事
務
を
行
う
こ
と
。 

八 

（
略
） 

九 

（
略
） 

十 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
業
務
の
合
目
的
性
） 

第
三
十
一
条 

前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第

四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
各
業
務
並
び
に
同
条
第

二
項
第
一
号
の
業
務
は
、
そ
の
利
益
を
得
る
者
の
権

利
を
実
現
す
る
こ
と
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
限

り
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

       

四 

（
略
） 

五 

（
略
） 

六 

犯
罪
被
害
者
等
保
護
法
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
権
限
に
係
る
事
務
を
行
う
こ
と
。 

七 

（
略
） 

八 
（
略
） 

九 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

（
業
務
の
合
目
的
性
） 

第
三
十
一
条 

前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四

号
及
び
第
五
号
の
各
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第

一
号
の
業
務
は
、
そ
の
利
益
を
得
る
者
の
権
利
を
実

現
す
る
こ
と
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
に
お

い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

       

四 

（
略
） 

五 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

六 

（
略
） 

七 

（
略
） 

八 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

（
業
務
の
合
目
的
性
） 

第
三
十
一
条 

前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四

号
及
び
第
五
号
の
各
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第

一
号
の
業
務
は
、
そ
の
利
益
を
得
る
者
の
権
利
を
実

現
す
る
こ
と
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
に
お

い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 



 

五 

（
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
義
務
等
） 

第
三
十
二
条 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
前
条
に
規
定
す
る

業
務
が
、
こ
れ
を
必
要
と
す
る
者
に
と
っ
て
利
用
し

や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
第

三
十
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
各
業

務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
統
一
的
な
運
営
体
制
の
整
備

及
び
全
国
的
に
均
質
な
遂
行
の
実
現
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
十
条
第
一
項
第
一

号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第

一
号
の
各
業
務
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
公

共
団
体
、
弁
護
士
会
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
及
び

隣
接
法
律
専
門
職
者
団
体
、
弁
護
士
、
弁
護
士
法

人
及
び
隣
接
法
律
専
門
職
者
、
裁
判
外
紛
争
解
決

手
続
を
行
う
者
、
被
害
者
等
の
援
助
を
行
う
団
体

そ
の
他
の
者
並
び
に
高
齢
者
又
は
障
害
者
の
援

助
を
行
う
団
体
そ
の
他
の
関
係
す
る
者
の
総
合

法
律
支
援
に
関
す
る
取
組
と
の
連
携
の
下
で
こ

れ
を
補
完
す
る
こ
と
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
義
務
等
） 

第
三
十
二
条 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
前
条
に
規
定
す
る

業
務
が
、
こ
れ
を
必
要
と
す
る
者
に
と
っ
て
利
用
し

や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
第

三
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
各
業
務
に

つ
い
て
は
、
そ
の
統
一
的
な
運
営
体
制
の
整
備
及
び

全
国
的
に
均
質
な
遂
行
の
実
現
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
十
条
第
一
項
第
一

号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第

一
号
の
各
業
務
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
公

共
団
体
、
弁
護
士
会
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
及
び

隣
接
法
律
専
門
職
者
団
体
、
弁
護
士
、
弁
護
士
法

人
及
び
隣
接
法
律
専
門
職
者
、
裁
判
外
紛
争
解
決

手
続
を
行
う
者
、
被
害
者
等
の
援
助
を
行
う
団
体

そ
の
他
の
者
並
び
に
高
齢
者
又
は
障
害
者
の
援

助
を
行
う
団
体
そ
の
他
の
関
係
す
る
者
の
総
合

法
律
支
援
に
関
す
る
取
組
と
の
連
携
の
下
で
こ

れ
を
補
完
す
る
こ
と
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
義
務
等
） 

第
三
十
二
条 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
前
条
に
規
定
す
る

業
務
が
、
こ
れ
を
必
要
と
す
る
者
に
と
っ
て
利
用
し

や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
第

三
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
各
業
務
に

つ
い
て
は
、
そ
の
統
一
的
な
運
営
体
制
の
整
備
及
び

全
国
的
に
均
質
な
遂
行
の
実
現
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
十
条
第
一
項
第
一

号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第

一
号
の
各
業
務
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
公

共
団
体
、
弁
護
士
会
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
及
び

隣
接
法
律
専
門
職
者
団
体
、
弁
護
士
、
弁
護
士
法

人
及
び
隣
接
法
律
専
門
職
者
、
裁
判
外
紛
争
解
決

手
続
を
行
う
者
、
被
害
者
等
の
援
助
を
行
う
団
体

そ
の
他
の
者
並
び
に
高
齢
者
又
は
障
害
者
の
援

助
を
行
う
団
体
そ
の
他
の
関
係
す
る
者
の
総
合

法
律
支
援
に
関
す
る
取
組
と
の
連
携
の
下
で
こ

れ
を
補
完
す
る
こ
と
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 



  

六 

４
～
６ 

（
略
） 

（
業
務
方
法
書
） 

第
三
十
四
条 
（
略
） 

２ 

前
項
の
業
務
方
法
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ

の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
の
業
務
及
び
こ
れ

に
附
帯
す
る
業
務
に
関
し
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
実

施
に
係
る
援
助
の
申
込
み
及
び
そ
の
審
査
の
方

法
に
関
す
る
事
項
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

審
査
は
、
当
該
申
込
み
を
行
っ
た
者
が
犯
罪
被
害

者
等
保
護
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
掲
げ
る
罪

に
当
た
る
行
為
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
蓋
然
性

及
び
資
力
そ
の
他
の
当
該
援
助
を
実
施
す
る
必

要
性
に
つ
い
て
適
切
に
行
わ
れ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

四 

第
三
十
条
第
一
項
第
七
号
の
業
務
及
び
こ
れ

に
附
帯
す
る
業
務
に
関
し
、
第
四
十
三
条
第
一
号

に
掲
げ
る
勘
定
の
管
理
に
関
す
る
事
項 

五 

（
略
） 

４
～
６ 

（
略
） 

（
業
務
方
法
書
） 

第
三
十
四
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
業
務
方
法
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ

の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
新
設
） 

         

三 

第
三
十
条
第
一
項
第
六
号
の
業
務
及
び
こ
れ

に
附
帯
す
る
業
務
に
関
し
、
第
四
十
三
条
第
一
号

に
掲
げ
る
勘
定
の
管
理
に
関
す
る
事
項 

四 

（
略
） 

４
～
６ 

（
略
） 

（
業
務
方
法
書
） 

第
三
十
四
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
業
務
方
法
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ

の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
新
設
） 

         

（
新
設
） 

  

三 

（
略
） 



 

七 

３
～
６ 

（
略
） 

（
区
分
経
理
） 

第
四
十
三
条 
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務

ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て

整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
及
び
第
七

号
の
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務 

二 

（
略
） 

（
積
立
金
の
処
分
） 

第
四
十
六
条 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
四
十
三
条
第
二

号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
い
て
、
中
期
目

標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
前
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
法
務
大
臣
の

承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の

次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
中
期
計
画
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に

お
け
る
第
三
十
条
に
規
定
す
る
業
務
の
う
ち
同
条

第
一
項
第
三
号
及
び
第
七
号
の
業
務
の
業
務
並
び

に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
以
外
の
業
務
の
財
源

３
～
６ 

（
略
） 

（
区
分
経
理
） 

第
四
十
三
条 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務

ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て

整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
及
び
第
六

号
の
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務 

二 

（
略
） 

（
積
立
金
の
処
分
） 

第
四
十
六
条 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
四
十
三
条
第
二

号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
い
て
、
中
期
目

標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
前
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
法
務
大
臣
の

承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の

次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
中
期
計
画
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に

お
け
る
第
三
十
条
に
規
定
す
る
業
務
の
う
ち
同
条

第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
号
の
業
務
の
業
務
並
び

に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
以
外
の
業
務
の
財
源

３
～
６ 

（
略
） 

（
区
分
経
理
） 

第
四
十
三
条 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務

ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て

整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
及
び
こ
れ

に
附
帯
す
る
業
務 

二 

（
略
） 

（
積
立
金
の
処
分
） 

第
四
十
六
条 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
四
十
三
条
第
二

号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
い
て
、
中
期
目

標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
前
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
法
務
大
臣
の

承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の

次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
中
期
計
画
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に

お
け
る
第
三
十
条
に
規
定
す
る
業
務
の
う
ち
同
条

第
一
項
第
三
号
の
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業

務
以
外
の
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 



  

八 

 

に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
四
十
三
条
第
一
号
に
掲
げ

る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
い
て
、
中
期
目
標
の
期
間

の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
前
条
第
一
項
本
文
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条

第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
翌
事
業
年
度
以

降
の
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
七
号
の
業

務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
の
財
源
に
充

て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
～
５ 

（
略
） 

 
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
四
十
三
条
第
一
号
に
掲
げ

る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
い
て
、
中
期
目
標
の
期
間

の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
前
条
第
一
項
本
文
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条

第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
翌
事
業
年
度
以

降
の
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
号
の
業

務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
の
財
源
に
充

て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
～
５ 

（
略
） 

 

２ 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
四
十
三
条
第
一
号
に
掲
げ

る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
い
て
、
中
期
目
標
の
期
間

の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
前
条
第
一
項
本
文
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条

第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
翌
事
業
年
度
以

降
の
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
及
び
こ
れ

に
附
帯
す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

３
～
５ 

（
略
） 

 
 

 


